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第 5章 目指すべき医療提供体制を実現するための施策 

 
１ 目指すべき方向性（取組事項） 
 

  外来医療機能の偏在等の情報提供により、偏在是正につなげていくとともに、各対象

区域（二次保健医療圏）の協議の場（地域医療構想調整会議）における検討等を通じて

抽出された地域に必要な外来医療機能を確保するため、次の視点から取組を進めます。 
 

 ○ 外来医療機能に関する情報の可視化・新たに開業する方等に対する情報提供 

 ○ 協議の場での検討を踏まえた対応 

 

２ 取組の内容 
 

(1) 外来医療機能に関する情報の可視化・新規開業者等に対する情報提供 

   当計画に記載した外来医療機能に関する指標等について、県のホームページや保健所、

医師会等の関係団体を通じた広報に努めるとともに、金融機関等、開業に関わる者に

対しても積極的に周知することで、事業者の自主的な経営判断を促し、偏在是正に繋

げていきます。 

 

(2) 協議の場での協議を踏まえた対応 

 ① 外来医療機能 

  必要な外来医療機能を確保する観点から、「外来医師多数区域」においては、新規開

業を希望する者に対し、当該区域で不足する医療機能を担うことを求め、求めに応じ

ない場合は協議の場への出席を求めるとともに、協議結果等を住民等に対して公表と

することとされており、本県においても下記のとおり対応します。 

  なお、求めに応じたとみなされる基準等、具体的な運用については圏域毎に要綱を

定めることとし、新規開業希望者等、関係者に対して周知を行うこととします。 

  また、不足する機能とされた「初期救急」「在宅医療」「公衆衛生」については、医

療計画に基づき施策（P131-134別記１参照）を実施することとしており、必要な機能

の確保・充実に向け、取組を進めていきます。 

 

（外来医師多数区域における対応）※P135別記２図１参照 

 

○ 外来医師多数区域においては、新規開業を希望する者に対して、当該区域で不足す 

 る機能を担うことを求めるものとする。 

 

○ 新規開業者が求めに応じる場合は、医療法に基づく届出様式等により実施状況を把  

 握し、協議の場において報告を行うことで、実施の確認を行う。ただし、圏域内での

移転・承継等による新規開業で、以前と同等の機能等を担う場合は、協議の場での確

認は省略できるものとする。 
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○ 新規開業者が求めに応じない場合は臨時の協議の場を開催し、新規開業者に出席を 

 要請して協議を行うとともに、協議結果を県のホームページ等を活用して公表する。   

ただし、開催や出席が困難な場合は、持ち回り開催や合意をしない理由等の文書の

提出で代えることができるものとする。 

 

○ なお、求めに応じない医療機関との協議結果については、県医療審議会に報告し、 

 意見を聴取することとする。 

 

②医療機器の共同利用 

 今後、人口減少が進む中で、各地域で決定した共同利用方針に基づき、医療機器の共

同利用を進めていきます。 

 また、共同利用方針に沿って提出された共同利用計画についてのチェックのプロセス

については下記のとおりとします。 

 

（共同利用計画のチェックのプロセス）※P135別記２図２参照 

○ 医療機関は、対象機器の設置後 10日以内に共同利用計画（P136別記３参照）を県

（保健所）あてに提出する。 

 ○ 県は共同利用計画及び医療法に基づく医療機器の設置届等により、医療機器の安

全管理に係る体制並びに診療用放射線の安全管理に係る体制について確認を行う。  

○ 協議の場において、共同利用計画（共同利用を行わない場合は共同利用を行わな 

い理由）について確認する。 

 

 

３ 評価 
 

  地域の外来医療提供体制の構築を図るため、現行保健医療計画の数値目標を活用し、

保健医療計画に基づく施策の進捗評価を定期的に実施することで、ＰＤＣＡサイクルを

効果的に機能させます。 

また、その評価を踏まえて、必要に応じて、外来医療計画の追記や削除、修正を行う 

こととします。 

（数値目標）※現行保健医療計画第４編在宅医療第４節数値目標から再掲 

指    標 現   状 目標数値 

訪問診療を行う診療所・病院数 
290箇所 

（H29年度） 

345箇所 

（H35年度） 

在宅療養支援診療所・病院数 
157箇所 

（H29年度） 

165箇所 

（H35年度） 
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別記１：地域で不足する機能に係る取組の方向性と施策（保健医療計画から抜粋し再掲） 

■取組の方向性 

 （全  般） 

  (1) 地域医療連携体制の構築 

  ＜取組事項＞ 

   ① 「かかりつけ医」制度の普及啓発 
 

 （初期救急） 

(2) 重症度・緊急度に応じた医療が提供可能な体制の確保 

＜取組事項＞ 

 ① 救急医療機関の適正受診の普及啓発 

 ② 初期救急医療体制の整備・充実 
 

(3) 広域災害・救急医療情報システムの整備・充実 

＜取組事項＞ 

   ① 救急医療情報の提供 

 

 （在宅医療） 

 (4) 在宅医療提供体制の確保 

  ＜取組事項＞ 

① 地域ごとの在宅医療提供体制の確保 

② 急変時の対応が可能な体制の確保 

    ③ 県民の理解の促進 
 

  (5) 保健・医療・福祉が連携した包括的な在宅医療サービスの提供体制の確保 

   ＜取組事項＞ 

    ① 多職種連携による看取りを含めた療養支援の充実 

② 多職種間の医療介護情報の共有 
  

 （公衆衛生） 

  (6) 学校における保健対策 

   ＜取組事項＞ 

    ① 教職員の指導力の向上 

② 心の健康問題に対する支援体制の整備 

③ 健康診断の充実 
 

  (7) 職域における保健対策 

   ＜取組事項＞ 

① メンタルヘルス支援体制の啓発 

② 健康経営の取組の促進 
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  (8) 感染症対策 

  ＜取組事項＞ 

   ① 感染症情報の提供と適切な医療提供体制の整備 

   ② 予防接種に関する正しい知識の普及 

 

■施策 

 （全  般） 

  (1) 地域医療連携体制の構築 

  ① 「かかりつけ医」制度の普及啓発 

    地域における「かかりつけ医」制度の充実を図るため、かかりつけ医等を持つこと

の必要性や意義について、医師会等の協力を得て県民への普及啓発に努めます。 

 

（初期救急） 

(2) 重症度・緊急度に応じた医療が提供可能な体制の確保 

① 救急医療機関の適正受診の普及啓発 

県民に対し、講習会や広報誌、メディア等を通じて救急医療に関する正しい知識の

普及を図ることにより、救急医療機関の適切な受診を促進します。 

② 初期救急医療体制の整備・充実 

県内の市町において、郡市医師会の協力のもと実施されている在宅当番医制度の充

実や準夜帯等の診療体制整備を促進します。 

 

(3) 広域災害・救急医療情報システムの整備・充実 

  ① 救急医療情報の提供 

医療機関や救急業務関係機関はもとより、県民が必要とする医療情報が手軽に、迅

速に、的確に入手できるよう、広域災害・救急医療情報システムの一層の整備・充実

に努めます。 

 
（在宅医療） 

(4) 在宅医療提供体制の確保 

   ① 地域ごとの在宅医療提供体制の確保 

○ 在宅で必要な医療が受けられるよう、在宅医療に取り組むかかりつけ医等の拡大

を図ります。 

 

○ 医師会等と連携し、地域ごとに必要な在宅医療機関の確保や連携体制の構築等、

地域における在宅医療の提供に向けたしくみづくりに取り組みます。 
 

   ② 急変時の対応等が可能な体制の確保 

○ 他の病院や診療所等との連携により、24 時間対応体制の在宅医療を提供する在

宅療養支援診療所等の増加や、緊急時のための入院病床確保等を担う在宅療養後方

支援病院の確保等により、地域における在宅医療提供体制の充実を図ります。 
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  ③ 県民の理解の促進 

○ かかりつけ医、かかりつけ歯科医を持つことの必要性や意義について、地域の

関係機関等の協力を得て、県民への普及啓発を図ります。 
 

○ 「やまぐち医療情報ネット」を活用し、医療機関において対応可能な在宅医療・

介護サービス機能等に係る情報を提供します。 

 

(5) 保健・医療・福祉が連携した包括的な在宅医療サ－ビスの提供体制の確保 

① 多職種連携による看取りを含めた療養支援の充実 

○ 市町、医師会等関係団体と連携し、地域で在宅医療を担う人材（指導者）を養成

するための多職種協働研修を行い、在宅医療を担う人材の知識・技術の向上やチー

ムによる取組を促進します。 
 

   ○ 人生の最終段階における医療については、患者本人による意思決定を基本として

行われることが重要であることから、厚生労働省が策定する「人生の最終段階に

おける医療の決定プロセスに関するガイドライン（注）」の普及等に取り組みます。 
 

（注）人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン：人生の最終段階を迎えた患者や家   

族と、医師をはじめとする医療従事者が患者にとって最善の医療とケアを作り上げるためのプロセスを示

すガイドライン。 

 

② 多職種間の医療介護情報の共有 

○ 多職種連携の基盤となる多職種間の情報共有を実現するため、「地域医療介護連

携情報システム」の整備・活用を促進します。 

 

③ 遠隔診療の活用 

○ 患者や家族の負担軽減など、在宅医療推進の有効な手法の一つとなる「遠隔診療」

について、在宅医療に取り組む医療関係者との協議を行いながら、取組を進めます。 

 

（公衆衛生） 

(6) 学校における保健対策 

① 教職員の指導力の向上 

○ アレルギー疾患等の現代的な健康課題の解決に向けた校内研修の推進を図るとと

もに、地域の専門家（医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師等）との連携に努

めます。 

 

② 心の健康問題に対する支援体制の整備 

○ 教育関係機関・保健福祉機関・医療機関等とのネットワークの構築、連携と円滑 

な調整に努めます。 

 

③ 健康診断の充実 

  ○  健康診断の実施に必要な、眼科医・耳鼻咽喉科医等の確保が容易でない地域もあ 
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ることから、医師会・市町教育委員会との連携を進め、保健調査票を活用する等、地

域の実情を踏まえた検診体制の整備・充実に努めます。   

 

   (7) 職域における保健対策 

 ① メンタルヘルス支援体制の啓発 

労働者の心の健康を確保するため、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」

に定められた、事業場において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の保持増

進のための措置（メンタルヘルスケア）が、より多くの事業場で適切かつ有効に実施

されるよう制度や普及啓発に努めます。 

 

② 健康経営の取組の促進 

   県では、平成 29年度（2017年度）、全国健康保険協会山口支部などの保険者と協働

し、一定の基準を満たした、自社の労働者の健康増進に取り組む企業を、「健康経営企

業」として認定・表彰する制度を創設し、この取組を促進することで、青・壮年期の

労働者の健康増進を、円滑に効果的に進めることとしています。 

今後も、健康経営の理念や制度の周知を図るとともに、より多くの企業による取組

の実施に向けて、その促進に努めます。 

 

   (8) 感染症対策 

 ① 感染症情報の提供と適切な医療提供体制の整備 

    感染症情報の収集・分析を行うとともに、その結果・対策を、ホームページなど

を通じて県民に提供し、予防を図るとともに、患者が発生した場合に適切に対応で

きる質の高い医療提供体制を整備していきます。 

 

② 予防接種に関する正しい知識の普及 

    予防接種ワクチンの有効性及び安全性の評価に関する情報等を十分に把握し、県

民への正しい知識の普及に努めます。 
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別記２：フロー図 

 （図１ 外来医師多数区域における診療所開設のフロー） 

診療所開設の意向 

                 

診療所開設・開設許可申請（保健所へ提出） 

  ※県は不足する外来機能の実施状況を様式により確認   

 

 

（図２ 医療機器の共同利用のフロー） 

 対象機器（ＣＴ・ＭＲＩ・ＰＥＴ・放射線治療・マンモグラフィ）購入・更新、設置 

（全医療機関） 

 

  共同利用計画の策定・提出（保健所へ提出・設置後 10日以内） 

 

 

 

 

 

 

 

協議状況の公表・（不足機能を担わない場合）県医療審議会への報告 

地域で不足する外来機能を担うよう要請 

地域医療構想調整会議（協議の場）での状況確認 

・不足機能を担う場合………定例の協議の場で報告 

             （圏域内の移転・承継等による新規開業で、以前と同等 

の機能等を担う場合は報告省略可能） 

 ・不足機能を担わない場合…臨時の協議の場への出席を要請し協議 

              （開催や出席が困難な場合は書面審査が可能） 

地域医療構想調整会議（協議の場）で共同利用計画を確認 

（共同利用を行わない場合は行わない理由を確認） 
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別記３：共同利用計画様式 

 

病院又は

診 療 所 

名 称  

所 在 地  

共同利用

対象機器 

種 別 

マルチスライスＣＴ（64列以上・16列以上64列未満・16列未満） 

その他のＣＴ 

ＭＲＩ（３ﾃｽﾗ以上・1.5ﾃｽﾗ以上３ﾃｽﾗ未満・1.5ﾃｽﾗ未満） 

ＰＥＴ・ＰＥＴＣＴ 

放射線治療（リニアック・ガンマナイフ） 

マンモグラフィ 

製 作 者 名  

型 式 及 び 台 数  

設 置 年 月 日 年   月   日 

共同利用

の 方 針 

共 同 利 用 の 方 針 共同利用を行う ・ 共同利用を行わない 

共同利用に係る規程

の 有 無 
有  ・  無  

共 同 利 用 の 

方 法 

・連携先の病院又は診療所による機器使用 

・連携先の病院又は診療所からの患者の受入、画像情報及び画像診断

情報の提供 

・その他（                      ） 

共 同 利 用 を 

行わない場合の理由 
 

共同利用

の相手方 

登 録 医 療 機 関  
名 称 

開 設 者 の 

氏 名 又 は 

名 称 

所 在 地 

主 た る 

診 療 

科 目 

    

登 録 制 度 の 

担 当 者 

部 署 等 職 種 氏 名 連 絡 先 

    

保守点検

の 方 針 

保 守 点 検 計 画 の 

策 定 の 有 無 
有  ・  無  

保守点検予定時期、

間 隔 、 条 件 
 

画像情報及び画像診断情報の提

供に関する方針（提供方法） 
ネットワーク・デジタルデータ（ＣＤ・ＤＶＤ）・紙ベース・その他 

 

 

 


